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由比ガ浜地下駐車場 保守点検・場内清掃業務参考仕様書 

01 自家用電気工作物保守点検業務 参考仕様書 
 

１  業務の目的 

本業務は、由比ガ浜地下駐車場に設置された自家用電気工作物施設に対して、本仕様書およ

び関係法令等に従い点検を行い、その結果を関係機関へ報告することで、当該設備を良好な状

態に維持することを目的とする。 

 

２  対象設備 

本業務における保守点検の対象設備は自家用電気工作物とし、明細は表2-1のとおりとする。 

 
表2-1 自家用電気工作物設備一覧 

名  称 型  式 規  格 台数 設置箇所 メーカー 

受配電設備 高圧引込盤・高圧受電

盤、配電盤、照明等 

受電電圧6,600V 

設備容量900kVA 
１ 電気室（B1F） 富士電機 

非常用発電機 立形・水冷・直接噴射

式 

定格出力375kVA 

電圧210V 
１ 電気室（B1F） 富士電機 

蓄電池装置 蓄電池・充電装置等  １ 電気室（B1F） 富士電機 

※設備の設置箇所等の詳細については、別添図面を参照 

 

３  業務概要 

（１）保守点検等の頻度・内容 

  前述の対象設備に対し、以下の点検を行う。 

①定期巡視点検･･･月１回 

以下の項目について、外観点検を行う。 

・ 電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無 

・ 電線とそれ以外の物との離隔距離の適否 

・ 機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無 

・ 接地線等の保安装置の取付け状態 

また、外観点検に加え、電圧・負荷電流測定および漏洩電流測定を行う。 

 

②年次点検･･･年１回（停電により設備を停止状態にしたうえで点検を実施する） 

定期巡視点検の項目に加え、以下の内容の確認を行う。 

・ 低圧電路の絶縁抵抗が、電気設備に関する技術基準を定める省令第58条で規定され 

た値以上であること並びに高圧電路が大地及び他の電路と絶縁された状態であること 

・ 接地抵抗値が電気設備の技術基準の解釈第17条に規定された値以下であること。 

・ 保護継電器の動作特性試験および保護継電器と遮断器の連動動作試験の結果が正常

であること。 

・ 非常用予備発電装置が停電時に自動的に起動し、送電後に停止すること並びに非常

用予備発電装置の発電電圧および発電電圧周波数（回転数）が正常であること 

・ 蓄電池設備のセルの電圧、電解液の比重、温度等が正常であること 

・ 変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整

器、整流器、開閉器、遮断機、中性点抵抗器、避雷器及びＯＦケーブルが、ＰＣＢ管

理標準実施要領Ⅱ．２．（１）に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該

当するかどうかを確認すること。 

    ※点検、測定および試験項目は上記のほか、別表１「点検、測定及び試験の基準」に 

示すとおりとする。 

 

４  業務体制 

（１）業務体制の確立 

作業責任者、作業技術員及び作業技術員補をもって業務体制を組織する。 
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①作業責任者 

業務全般の技術上の管理を行い、自家用電気工作物の点検及び測定業務について、発注

者及び電気主任技術者と密接な連絡をとりながら、作業の総合的な指導・監督等を行うも

のとする。 

  ②作業技術員 

作業技術員は､設備の点検及び測定業務について、作業責任者の指示に従って作業を行うも

のとする。 

  ③作業技術員補 

作業技術員補は、作業責任者並びに作業技術員の指示に従って作業を行うものとする。 

（２）従事者の資格 

業務を行う者は、作業の内容に応じて次の資格を有する者とし、法令による業務又は準じる業

務を行う資格が定められている場合は、当該の資格を有する者が業務を行うこと。 

  ①作業責任者 

電気主任技術者免状を有する者、若しくはこれと同等以上の経験と技術を有する者 

とし、実務経験が３年以上の者を選任する。 

②作業技術員 

第２種電気工事士免状を有する者、若しくはこれと同等以上の経験と技術を有する者を

選任する。 

③作業技術員補 

事業用電気工作物の点検及び受変電設備等の清掃業務に関する実務経験がある者を選任す

る。 

 

５  留意事項 

（１）業務計画書等の作成 

①業務計画書等の提出 

本作業に先立ち、業務を適正に実施するため必要な事項を記載した作業体制表・作業工

程表及び作業手順書等の業務計画書を事前に提出し、発注者の承認を受けた後、着工する

こと。 

②従事者の届出 

業務の実施にあたり、作業責任者・作業技術員及び作業技術員補を定め、作業責任者の業務

経歴書及び従事者名簿を事前に提出すること。 

③報告書の提出 

定期巡視点検及び精密点検測定の報告書は、業務終了後すみやかに作成し、不良箇所がある

ときはその部分を朱書として提出すること。なお、報告書には単線結線図を添付すること。 

（２）点検業務に関する共通事項 

  定期巡視点検及び年次点検測定業務において、次の事項に留意し作業を実施するものとする。 

①作業責任者は、業務の実施に先立ち、常に以下のことを行うこと。 

    ・  業務を行ううえで、発注者及び電気主任技術者と協議した事項及び指示事項の確認 

   ・ 業務に関する記録の確認及び検討 

   ・ 作業員に対する業務計画書に基づいた作業指示 

   ・ 業務を行う作業員に対する業務上の安全対策等の周知徹底 

②安全管理、危険防止等 

業務の実施に当たっては、労働安全衛生法、同施行令、同規則、その他災害防止関係法令 

の定めるところにより、常に安全管理に必要な措置を講じ、労働災害発生の防止に努めなけ

ればならない。 

③絶縁用防護具・保護具の使用     

高圧近接作業を行う場合は、労働安全衛生規則に定めるとおり定期的に検査し合格した

絶縁用防護具・保護具を使用しなければならない。 

④危険防止の処置 

・ 業務の実施にあたっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には安全処置を講じ事故の

防止に努めること。 

・ 業務を行う場所、若しくはその周辺に第三者が立ち入るおそれがある場合には、速やか
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に発注者に報告し危険防止に必要な処置を講じ、事故発生を防止すること。 

・ 業務履行にあたり、危害あるいは損害を与えた場合、若しくはその恐れがある場合に

は、直ちに必要な処置を講じ、迅速に発注者、若しくは指定技術者に連絡すること。 

  ⑤その他 

作業の際に取り付けられた作業接地及び配線類の箇所に、実施内容を表示すること。なお、

終了時には、取り外した状況を複数で確認し、通常使用時の状況に戻すこと。 

（３）破損及び損害賠償 

①養生その他 

作業中に既存建物及び工作物等に対して損傷を生じさせないように養生を施すものとし、損

傷を与えた場合は、受託者の責任において原形復旧するものとする。ただし、受託者の責に帰

さない事由による損害は除く。 

②損害賠償 

業務遂行上故意又は過失によって委託者や第三者に与えた損害（感電、点検に伴う機器の

損傷、停電による業務の障害等）については、受託者の責任において損害を賠償すること。 

（４）補修及び修理等 

・ 補修及び修理等で、材料を伴わない軽微なものについては、点検中に対応を行うものと

する。 

・ 点検等で発見した、不具合又は不良の箇所等については、予備品・部品の取替等で応急

処置を行うものとする。なお、応急処置が出来ない場合には、発注者と協議のうえ適切な

予防処置を講じてから復電すること。 

（５）服務規律 

・ 従事者に対し、業務を行うのに適した統一された服装及び名札を着用させ、業務の従

事者であることを明確にすること。 

・ 業務の履行を通じて知り得た業務上の情報を第三者に漏らしてはならない。また、こ

の契約の終了後においても同様とする。 

・ 常に整理整頓に心掛け、業務終了時は、速やかに業務に関係した箇所の後片付け及び

清掃を行わなければならない。 

（６）清掃及び仮設電源 

  ①受電設備等の清掃 

・ 電気室・発電機室及びキュ－ビクル内のほこり、砂、泥等を掃除機などで除去する。 

・ 母線、遮断器、碍子、端子盤等に付着したほこりを除去するとともに変圧器、開閉

器等の外面の汚れを拭き落とす。 

・ 受・配電盤の表面、開閉器等は乾いた布等で十分清掃を行う。 

②仮設電源供給 

・ 作業を行う各電気室内・通路等、必要な箇所に投光器又は同等の性能を有する照明設

備を仮設し、仮設発電機から電源供給を行うこと。 

    ・ 供給は作業終了までとするが、その際には指定技術者の了解を得ること。 

③必要とする機器の仮設電源 

・ 仮設電源を供給する機器は、発注者と協議すること。 

・ 電源を必要とする機器等へ電源供給を行う場合は、仮設発電機から電源供給を行うこ

と。 

・ 電源の供給は作業終了までとするが、その際には発注者及び指定技術者の了解を得る

こと。 

（７）低圧配電盤や分電盤に仮設電源を直接つなぎ込む場合の留意事項 

・ 仮設電源を低圧配電盤や分電盤の開閉器の２次側に直接つなぎ込む場合は、充電部分

が明確に分かるよう表示を行い、安全対策を講じること。 

    ・ 電源供給は、仮設の保護遮断器を介すこととし、供給前に必ず電圧を確認すること。 

（８）その他、本仕様書および後述の関係法令・基準等に定めのない事項について疑義が生じ

た場合は、発注者と協議のうえ、定めるものとする。 

 

６  遵守すべき法令・基準等 

本仕様書のほか、電気事業法等の法令、自家用電気工作物保安管理規程、建築保全業務共通
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仕様書及び公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編・施工の試験)の 新版を遵守したうえで

作業を行うこと。 

 

７ その他 

 表7-1 添付図面一覧 

図面番号 名  称 縮 尺（A１版） 

１ 位置図 1/10,000、1/2,500 

E-04 受変電設備特記仕様書 － 

E-05 受変電設備単線結線図 － 

E-06 受変電設備低圧配電盤表 － 

E-07 受変電設備キュウビクル姿図 1/30 

E-08 非常用発電設備図（１） － 

E-09 非常用発電設備図（２） － 

E-10 直流電源設備設置図 － 

E-11 受変電設備室、自家発電設備室機器配置図 1/50 

E-17 幹線・動力設備 地下１階配線図 1/200 

E-18 幹線・動力設備 地下２階配線図 1/200 
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別表１ 

点検、測定及び試験の基準 

 

 

 

 

 

電気工作物 点検及び試験方法 
定期巡視

点検 

年次点検 

定期点検 精密点検 

受
電
設
備
（
含
む
、
一
次
受
電
施
設
） 

責任分界となる 

区分開閉器 

引き込み線等 

電線、支持物、ケーブル 

外観点検  ○  ○  ○ 

絶縁抵抗測定    ○※１  ○ 

継電器動作試験    ○※１  ○ 

継電器との結合動作試験    ○※１  ○ 

断路器 
外観点検  ○  ○  ○ 

絶縁抵抗測定    ○※１  ○ 

遮断器 

開閉器 

外観点検  ○  ○  ○ 

絶縁抵抗測定    ○  ○ 

動作試験    ○  ○ 

内部点検      ○ 

絶縁油の点検・試験      ○ 

電力ヒューズ 
外観点検  ○  ○  ○ 

絶縁抵抗測定    ○  ○ 

計器用変成器 
外観点検  ○  ○  ○ 

絶縁抵抗測定    ○  ○ 

変圧器 

外観点検  ○  ○  ○ 

絶縁抵抗測定    ○  ○ 

内部点検      ○ 

絶縁油の点検・試験      ○ 

電力用コンデンサー及び

リアクトル 

外観点検  ○  ○  ○ 

絶縁抵抗測定    ○  ○ 

避雷器 
外観点検  ○  ○  ○ 

絶縁抵抗測定    ○  ○ 

母線 
外観点検  ○  ○  ○ 

絶縁抵抗測定    ○  ○ 

その他の高圧機器 
外観点検  ○  ○  ○ 

絶縁抵抗測定    ○  ○ 

配電盤 

制御回路 

外観点検  ○  ○  ○ 

絶縁抵抗測定    ○  ○ 

保護継電器動作特性試験      ○ 

継電器と遮断器等との連動

試験 
     ○ 

計器校正試験      ○ 

電圧、負荷電流測定  ○  ○  ○ 

受電設備の建物・室 

キュービクルの金属箱 
外観点検  ○  ○  ○ 

接地装置 
外観点検  ○  ○  ○ 

接地抵抗測定    ○※２  ○ 
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電気工作物 点検及び試験方法 
定期巡視

点検 

年次点検 

定期点検 精密点検 

配
電
設
備 

配電設備 

架空電線、支持物 

ケーブル 

外観点検  ○  ○  ○ 

絶縁抵抗測定    ○  ○ 

断路器、遮断器 

開閉器、変圧器 

計器用変成器 

電力用コンデンサー 

その他高圧機器 

外観点検  ○  ○  ○ 

絶縁抵抗測定    ○  ○ 

内部点検      ○ 

絶縁油の点検・試験      ○ 

継電器との連動試験   ○  ○ 

接地装置 
外観点検  ○  ○  ○ 

接地抵抗測定    ○※２  ○ 

非
常
用
予
備
発
電
設
備 

原動機 

付属装置 

外観点検  ○  ○  ○ 

始動試験  ○※３  ○※３  ○※３ 

機関保護継電器動作試験    ○※３  ○※３ 

発電機 

励磁装置 

接地装置 

外観点検   ○  ○  ○ 

絶縁抵抗測定    ○  ○ 

接地抵抗測定    ○  ○ 

遮断器 

開閉器 

配電盤 

制御装置等 

外観点検   ○  ○  ○ 

保護継電器動作試験    ○  ○ 

保護継電器動作特性試験   ○  ○※３ 

制御装置試験   ○   ○※３ 

その他は受電設備に準じる 同左  同左   同左 

蓄
電
池
設
備 

本体 

外観点検  ○  ○  ○ 

液量点検  ○  ○  ○ 

電圧・比重測定    ○  ○ 

液温測定   ○   ○ 

充電装置 

付属装置 

接地装置 

外観点検  ○  ○  ○ 

絶縁抵抗測定    ○  ○ 

接地抵抗測定    ○※２  ○ 

電
気
使
用
場
所
の
設
備 

電動機類、電熱装置 

電気溶接機、 

照明装置 

配線、配電器具、 

その他の機器 

接地装置 

外観点検  ○  ○  ○ 

絶縁抵抗測定    ○  ○ 

接地抵抗測定    ○※２  ○ 

絶縁監視装置  ○     

漏洩電流測定  ○  ○  ○ 

漏電引外し試験    ○   

絶縁監視装置 

外観点検   ○  ○  ○ 

設定値確認・検知動作試験   ○  ○  ○ 

自動伝送試験   ○  ○  ○ 

設定値における誤差確認   ○  ○ 

 
注)(1)「外観点検」とは、主として目視により点検することをいう。 
  (2)※１を付した事項は、停電範囲により実施できないことがある。 
  (3)※２を付した事項は、過去の実績によりその一部または全部を省略することがある。 
  (4)※３を付した事項は、受注者が実施するほか、受注者の指導を受けて発注者が必要に応じて実施する。 
  (5)「絶縁監視装置」については、その装置の機種に応じた点検および試験を行う。 
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